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０．はじめに 

○ 本書の目的 

県内の外国人住民はここ数年過去最高を更新し続け、令和元年 12 月末時点で、6 万人を超

え、県人口の 3.0%を占めるまでになってきています。今後も、特殊な事情がない限り、更な

る増加が見込まれるところです。 

【参考】群馬県内の過去５年の外国人住民数の推移 

区  分 H27.12 H28.12 H29.12 H30.12 R1.12 

外国人住民数(人) 44,798 48,521 53,510 56,597 60,036 

対前年増減 (人） ＋2,487 ＋3,723 ＋4,989 ＋3,087 ＋3,439 

対前年増減比率 ＋5.9％ ＋8.3％ ＋10.3％ ＋5.8％ ＋6.1％ 

（市町村住民基本台帳から群馬県外国人活躍推進課調べ） 

この外国人の増加は、いわゆる集住地域だけではなく、県内全域で生じているため、これま

で外国人があまり住んでいなかった市町村でも、外国人との共生・受入れに係る取組が求めら

れてくると考えられます。 

県では、令和２年１月に、「多文化共生・共創」の「群馬モデル」をとりまとめました。 

「群馬モデル」の最も重要なコンセプトは、外国人県民を、単なる労働力としてではなく、

地域経済及び地域の活力をともに創る（＝共創）「仲間」として迎え入れるということです。

この考え方に基づき、魅力的で持続的に発展できる「多文化共生・共創県ぐんま」の実現を目

指していくものです。この取組の推進に当たっては、群馬県と市町村等とが、それぞれ培って

きた経験、政策を連携させ、相乗効果を生む流れをつくることが不可欠です。 

本書では、外国人との共生・受入れに先行して取り組んできた集住地域をはじめとする県内

市町の取組を事例集形式で紹介し、これから外国人対応に取り組む市町村の取組の参考の一助

としていただくほか、県等で行っている多文化共生に関する取組も紹介しています。 

群馬の多文化共生・共創を市町村と県とで共に進められるよう、ぜひ活用して下さい。 

 

※本書に記載の内容は全て令和２年 3 月時点のものです。  
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１．窓口関係業務 

外国人の方も各種手続きで、窓口に訪れます。言葉の問題を別にすれば、基本的に日本人の

住民の方と同様に接すれば問題ありませんが、住民数の増加により、対応件数が増加してくる

場合、効果的な対応方法や、情報発信の方法を検討する必要が出てきます。 

 

○ 情報発信 

・窓口で可能な手続きや、必要書類、要件等について、外国人向けに分かりやすく発信し、理

解してもらうことで、窓口で対応する際の負担を軽減することができます。 

・方法としては、各種手続きの案内等を外国語で説明した資料を配付したり、外国語対応のホ

ームページを用意したりすることが挙げられます。⇒事例１、事例２ 

・区域内に在住する外国人の国籍が多様であったり、複数の言語に翻訳することが難しかった

りする場合は、やさしい日本語1で表記することで、多くの外国人が理解しやすくなります。 

○ 窓口対応 

・窓口での対応で、言葉の問題が生じる場合は、外国語の分かる相談員を配置することが一番

望ましい対応ですが、費用対効果や人員確保の面等から、課題が多くあります。 

・その他の方法としては、予め相談事例ごとに外国語と日本語で併記されたテキスト等を用い

たり、やさしい日本語でゆっくりと話して意思疎通を図ったりする方法があります。 

⇒事例３ 

・外国語による通訳等の対応が必要な場合は、県の「ぐんま外国人総合相談ワンストップセン

ター」へ連絡することで、相談対応の支援を受けることができます。 

・また、タブレット端末等の環境を整備することで、映像と音声によるテレビ電話方式の相談

対応を受けることも可能です。⇒事例４  

                                                      
1 普段使われている日本語を外国人にもわかるように配慮した、簡単な日本語。 
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１．窓口関係業務 

○ 手続きの案内方法 （伊勢崎市） 

・外国語冊子による生活情報の情報提供：「伊勢崎市外国人生活ガイドブック」の作成 

◆取組の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

市内在住またはこれから住もうとしている外国人向

けに、生活に必要な市役所のサービスなどをまとめた

もの。 

外国人住民数の多い国で用いられる４つの言語（ポ

ルトガル語、スペイン語、英語、ベトナム語）で作成

し、市役所の窓口や日本語教室などで配布するほか、

市ホームページからも PDF データを入手できる。 

 

  

 

（仕様等） 

・A5 版、56p 

・作成部数 4,000 部 予算額 1,296 千円（外国人受入環境整備交付金を活用） 

・「届出」、「住民票」、「税金」、「国民健康保険」、「町内会」などの項目に沿って、

各種の手続き方法や相談先を案内している。 

（掲載 URL）https://www.city.isesaki.lg.jp/kurashi/sumai/3727.html  

◆取組の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 窓口で対応する多くの外国人が、生活に必要な手続きを自ら行うことができるよう、市内の

外国人住民数の上位を占める言語によるガイドブックを作成した。 

 

事例１ 

※左図はポルトガル語版の表紙。 
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◆取組のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・携帯しやすいよう、冊子を A5 サイズで作成した。 

・母国語の情報だけでなく、日本語での情報を見開きの右側ページに併記している。 

・掲載内容が幅広いため、全庁的な取組みが必要。 

・多くの外国人住民が冊子を活用できるよう、転入時の配布に加えて、外国人住民が集まる

施設や多文化共生事業での配布を行っている。 

 

◆取組による効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・転入時などに冊子を活用して外国人住民へ説明することで、生活に必要な手続きを行う部

署の案内ができている。 

 

  
※ポルトガル語版の目次。見開きで、左側がポルトガル語、右側が日本語表記になっている。 
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１．窓口関係業務 

○ 多言語に対応したポータルサイトの運営 （前橋市） 

・「外国人のための前橋市リビングガイド(６か国版)」ホームページの運営 

◆取組の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

市内で暮らす多くの外国人に対し、様々な手続きや生活する上での必要な情報をホームペー

ジ上で提供。日本語のほか、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ベトナム語の６か国

語に対応。 

転入時等の窓口手続きから、居住に関する電気・ガス・水道の手続きに関すること、銀行で

の手続きに関すること等の役立つ情報のほか、市内の買い物スポットや国際交流ができる場所

等の情報も掲載されており、便利でコンパクトにまとまっている。 

事例２ 

 ５つの外国語に対応 
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（仕様等） 

・予算額 214 千円（令和元年度）回線使用料・プロバイダ管理費等 

※平成１６年度に群馬県緊急地域雇用創出特別基金事業を活用して、ホームページを作

成。 

（掲載 URL）http://www.mcity-guide.jp/japanese/important/index.html 

  

◆取組の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

生活情報は以前、紙ベースで作成し提供していたが、コストがかかるうえ提供場所の制約

や、リニューアルなどする際に修正・発行に時間がかかり、タイムリーな情報が提供できない

といった問題があった。このため、群馬県の緊急地域雇用創出特別事業を活用し、平成 16 年

度に生活情報ホームページを作成した。 

◆取組のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

作成は、本市在住の外国人に役立つ生活情報を把握している前橋市国際交流協会に委託。翻

訳など協会ボランティアの協力を得ることで、経費を抑えながら、内容等充実したものになっ

ている。 

◆取組による効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・閲覧数のカウントは行っていないため、利用者数の把握まではできないが、役立っていると

いう声が市に届くことがある。 

・必要な情報がまとめられているため、本市へ訪れた外国人に対して、別途本市で実施してい

る相談窓口での対応と併せて活用の提案・案内がしやすい。  
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１．窓口関係業務 

○ 指さし会話帳 （大泉町） 

・指さし式で外国人の来庁者と意思疎通が図れる：「指さし会話帳」の作成 

◆取組の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

※一部抜粋 

税金等の特定の相談に対応した、日本語と外国語が併記され、指し示すことで意思疎通を図れ

る会話シートを作成。通訳対応ができていない６つの言語（ネパール語、タイ語、トルコ語、

ベンガル語、ベトナム語、英語）で作成し、収納担当窓口に配備している。 

事例３ 
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（仕様等） 

・A４版、２p×6 言語 

・作成部数 6 種（印刷は課内複合機で対応） 予算額 ０円 

◆取組の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 外国人の利用頻度の高い窓口においては、従来からポルトガル語のできる相談員を配置して

対応していたが、町内の外国人の国籍も多様化してきており、様々な言語での対応が必要なケ

ースも散見されるようになった。こうしたケースに対応するためには、専門の相談員の配置や

通訳サービスの導入を図るよりも、簡単な意思疎通ができるツールを用意した方が有用と考

え、相談に来る割合の高い税金などの項目に沿った指さし会話シートを作成した。 

◆取組のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・外国人集住都市会議会員都市と（一財）日本国際協力センター（JICE）との協定により、

翻訳料は無償となったため、実質的な費用はほとんどかからず作成できた。 

・通訳サービス等の導入等と比較すると、安価に配備ができ、コピー機等で増刷も容易。 

・自治体ごとの需要に応じたカスタマイズも容易。 

＜改善点＞ 

・カンボジア等、作成当時に人口が少なかった国籍の外国人が増加しており、新たな対    

応言語の追加ができていない。 

・収納窓口版を作成したが、それ以外の窓口版の対応ができていない。 

◆取組による効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・通訳対応していない希少言語かつ日本語に不慣れな外国人住民に対しても一定程度の意思 

疎通が可能となった。 
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１．窓口関係業務 

○ ぐんま外国人総合相談ワンストップセンターを活用した相談対応（群馬県） 

群馬県の外国人のための相談窓口「ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター」では、５

つの言語（英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ベトナム語）の相談員を配置して、外

国人からの相談に面談・電話にて対応している。 

市町村窓口に、これらの言語を話す外国人の方が来訪した際に、センターへ電話すること

で、相談の通訳仲介等で支援をすることが可能。 

＜活用事例＞テレビ電話機能を活用した相談対応 

ワンストップセンターにはタブ

レット端末やカメラ付きのＰＣが

あり、テレビ電話機能のある無料

通話アプリを活用することで、電

話では対応しにくい以下のような

相談に対応することが可能。 

 

例）相談者が、内容が分からないと言って持参した書類の内容を外国語で説明して欲しい。 

 

 

 

（必要なもの） 

 ・ＰＣ（web カメラ付き）又はタブレット端末、インターネット環境 

 

URL：https://www.pref.gunma.jp/03/ci11_00012.html  

  

 

市町村窓口 ワンストップセンター 

事例４ 

 

持参した書類等も

映像で確認が可能 

日本語・外国語でスム

ーズなやりとりが可能 
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（ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター チラシ）

 



11 

 

２．地域での生活 

外国人住民が増加してくると、地域の中で、日本語能力が十分でないことによるコミュニケ

ーションの齟齬や、日本の制度に不案内なことによるトラブルが生じることがあります。 

日本独特の習慣や制度について、わかりやすく案内していくことが大切です。 

○ ごみ出し 

・ごみの種類ごとに、ごみを出す場所・時間が決まっていること、ごみの分別方法等につい

て案内が必要です。 

・基本的に日本人住民に対する案内と同じで問題ありませんが、よりわかりやすく、絵図等

を用いて説明していくと効果的です。 

 ・特に指定日時以外は回収されないこと、ゴミのポイ捨ては禁止されており、場合によって

は条例により罰金を科されたりすること等の周知が大切です。⇒事例５ 

○ 地域でのコミュニケーション 

・外国人住民が地域で生活していく上で、自治会等をとおして地域住民とのコミュニケーシ

ョンを良好にとれることがトラブルを避ける上で重要です。 

・上記のごみ捨てのほか、自治会のルールや騒音についての注意など、コミュニケーション

を図る必要がありますが、ルールを覚えもらったり、住民がコミュニケーションを取るの

は難しかったりします。 

・一つの方法として、外国人住民にルールをわかりやすく伝え、住民がコミュニケーション

をとるハードルを下げるために、指差しによってコミュニケーションをとれるツールを用

意する手法もあります。⇒事例６ 

○ 地域の情報 

 ・地域で開催されるイベントやタイムリーな生活情報を提供することで、外国人住民も、地

域の活動へ参加したり、地域のルールに則った活動をしたりすることができます。 

 ・自治体の広報誌は、地域の生活に密着した情報が豊富に掲載されていますので、これを多

言語で提供することも有用です。 
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２．地域での生活 

○ ごみ捨てに関する周知の方法 （高崎市） 

・家庭ごみの分け方・出し方の説明資料を主要な外国語及びやさしい日本語で作成・公開 

◆取組の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

一般市民向けに作成していた、ごみの分別の説明資料である「ごみかわら版」を、内容を平

易にした上で、主要な外国語（英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語）に翻訳および「や

さしい日本語」で示したものを作成したもの。 

 

※「ごみかわら版 高崎地域 やさしい日本語」から一部を抜粋 

（仕様等） 

・A３版 両面印刷 カラー 

・予算額：216 千円（R１年度・ベトナム語の翻訳のみを印刷会社に発注） 

・中国語、ポルトガル語、英語、やさしい日本語は随時修正（職員が翻訳）し必要に応じて 

印刷している。 

事例５ 
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（掲載 URL） 

・やさしい日本語版 

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700780/files/gomikawara-

japanese-2019-.pdf 

 

・高崎市ごみかわら版のページ（そのほかの外国語版もここに掲載） 

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700780/ 

 

◆取組の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・市内に海外からの転入者が増えたため必要な英語から作成をしてきた。 

◆取組のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・作成の際には、「ごみかわら版」を全て翻訳するわけではなく、解りやすく必要な情報だ

けを翻訳した。 

・漢字にフリガナをつけた。 

・収集日のカレンダーは、可燃と不燃の曜日だけを翻訳した。 

・外国人の雇用が多い事業所への啓発も目的としている。 

◆取組による効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・ゴミの分け方が判らない外国人に対して、地域の環境保健委員が説明するのに役立つ 

  と言ってくれた。 

 ・転入の際に必要な方には、一般廃棄物対策課の窓口で渡しているのでごみの分け方を 

  理解してもらっていると思う。 

 ・事業所からも外国人用のかわら版をいただきたいという話をいただいた。 
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２．地域での生活 

○ 日本語と外国語の指差し会話集～地域での会話～ （伊勢崎市） 

・地域での生活に必要なコミュニケーションに役立つ指差し会話集の作成・配付 

◆取組の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日本人住民と外国人住民とのコミュニケーションのきっかけとなるような簡単な会話集を、

５つの言語（日本語、ポルトガル語、スペイン語、英語、ベトナム語）で収録し、冊子として

まとめたもの。日本語とそれぞれの言語で表記されており、伝えたい項目をお互い指差すこと

でコミュニケーションをとることができるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仕様等） 

・A５版 両面印刷 60p 

・作成部数 500 部 予算額 ０千円 

・「あいさつ」、「自己紹介」、「町内会への加入」、「区費」、「回覧板」など、地域で

の生活に必要な項目で構成されているほか、配布する地区ごとに内容をアレンジしてい

る。 

事例６ 

＜表紙＞ ＜内容の一例＞ 
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◆取組の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 外国人住民が多く住む町内会の役員から、外国人住民に町内会や地区行事について説明する

際、言葉が通じないので困っているとの相談をいただいていた。そこで、相手に伝えたい文章

を指差すことで、ある程度のコミュニケーションがとれるツールとして、指差し会話集を作成

した。 

◆取組のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・携帯しやすいよう、冊子を A5 サイズで作成した。 

・相手に伝えたい文章を指差すことで、簡単に使っていただくことができるよう作成してい

る。 

・実際に活用されている行政区役員の方の声を聞き、掲載内容を改定していく予定。 

 

◆取組による効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・町内会の役員からは「冊子を活用することで、外国人住民へ声をかけることができてい

る」との声をいただいており、日本人住民と外国人住民との相互理解に役立っていると考

えている。 
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３．医療 

○ 医療 

・病院での診療は健康面で重要ですが、外国人にとっては、日本の医療制度がわからなかっ

たり、日本語能力が十分ではなく不安だったりすることから、受診をためらってしまうケ

ースがあります。この場合、直接病院にではなく、行政へ相談をしてくることも想定され

ます。ぐんま外国人総合相談ワンストップセンターにも、少なくない医療に関する問い合

わせが来ています。 

・医療に関する情報提供については、医療機関への連絡方法や、医療機関の所在等をわかり

やすく案内することも大切です。⇒事例７ 

・また、医療機関へアクセスできても、診療を受ける上での言語の心配等があります。群馬

県では、外国人住民が病院などで安心して治療を受けられるよう、医療通訳を行うボラン

ティアを病院などへ派遣しています。日本語を聞く・話すことが苦手で病院に行けないな

ど、困っている外国人住民が利用できる制度です。 

・登録ボランティアの対応言語については、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タ

イ語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、ネパール語、フランス語など

があります。⇒事例８  

・また、県では厚生労働省及び観光庁の依頼に基づき、外国人患者や医療機関等の利便性、

行政サービスの向上のために、外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめ、２

次医療圏ごとに「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」を選出しています。 

・これら医療機関は、外国人患者への診療に協力する意思があり、入院を要する救急患者に

対応可能、外国人患者を受け入れ可能といった観点から選出されていますので、外国人か

ら医療機関に関する相談があった場合に活用できます。 

・各都道府県において選出した医療機関については、以下の厚生労働省ホームページで公表

されています。 

厚生労働省 HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html 
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３．医療 

○ 多言語版医療マップの作成 （太田市） 

◆取組の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

・市内の医療機関、ＡＥＤの設置場所等の一覧及び位置図を示した地図を多言語（ポルトガル

語、スペイン語、中国語、英語）で作成。 

・市役所の窓口等で配付するほか、市国際交流協会のＨＰにも掲載。 

（仕様等） 

 ・A１判 

事例７ 
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 ・作成部数 １１,０００部 

（ポルトガル語 ５,０００部、スペイン語、英語、中国語各２,０００部ずつ。） 

 ・予算額 ２,４００千円（自治体国際化協会の助成を活用） 

 （掲載ＵＲＬ）https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-007kikaku-

kouryu/kokusaikouryu/index.html 

       ※ページ中段に各言語版へのリンクあり。 

◆取組の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

医療分野における外国人住民への支援については、各種検診案内や制度等の翻訳や多言語

による広報発行、外国人相談窓口における通訳等で必要な情報提供をしている。外国人相談

窓口においては、症状に対応できる医療機関の場所確認などの問い合わせがある中で、窓口

での通訳対応職員は、口頭での説明に留まり、相談のために来庁される外国人住民からはマ

ップ作成の要望が強かった。外国人住民の暮らしの利便性の向上を図るとともに、安心・安

全なまちづくりに資するために作成。  

 

◆取組のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

作成については、医療関係課が日本語版のマップを作成するタイミングと合わせて多言語

版も作成した。外国人相談窓口での活用だけでなく、各関係機関に配布し、外国人住民がス

ムーズに治療を受けられるように、広く啓発していった。ベトナムからの外国人住民が増え

ていることからも可能な限りの多言語化とマップ更新ができればよい。 

 

◆取組による効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

４か国語で翻訳された医療マップとしての役目だけでなく、公共機関場所等の確認や道案

内として生活便利マップとしても使うことができた。市内には外国籍住民世帯が作成当時は

約３,８００世帯おり、小中学校での配布や、日本語教室等に参加する外国人住民へも配布

し、広く啓発することができた。マップ配布により、必要最低限の情報は得られ、生活の利

便性向上が期待できる。 
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３．医療 

○ 医療通訳ボランティア派遣制度（群馬県等） 

◆取組の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

※平成 31 年 4 月１日現在 

・運営主体：ぐんま医療通訳派遣システム運営委員会（群馬県、NPO 法人群馬の医療と言

語・文化を考える会、（公財）群馬県観光物産国際協会） 

・派遣手順： 

① 通訳を希望する者（医療機関等または患者）は、医療機関等を通じて派遣コーディネー

ト業務受託者（NPO 法人群馬の医療と言語・文化を考える会）に派遣を申請（原則７日

前）。 

 ② 派遣コーディネート業務受託者は、ボランティア登録者から通訳者を選定し、派遣。 

 ③ 通訳者は医療機関等において通訳を実施。 

 ④ 実施後、通訳を希望した者（医療機関等又は患者）が、2,000 円/１回を支払い。 

事例８ 
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 ⑤ 派遣コーディネート業務受託者は、派遣の実施結果を県に報告。 

・県 HP：https://www.pref.gunma.jp/04/c2200161.html  

※ 協定締結医療機関等は県 HP に掲載。 

◆取組のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・ボランティア人材の確保、通訳の質の維持のため、以下の取組を実施している。 

（１）群馬県医療通訳ボランティア養成講座 

・医療・通訳の基礎知識、実践的な通訳技術などの講義を受講した後、ボランティア登録の

ためのレベルチェック（試験）を実施し、一定の成績を修めた者を登録。 

・受講対象者条件は、講座の全日程に参加可能でボランティア派遣事業に協力できること、

通訳可能な言語（全ての言語が対象）で十分なコミュニケーションがとれること、外国籍の

場合は日本語で十分なコミュニケーションがとれて漢字を含む読み書きができること。 

（２）医療通訳ボランティアスキルアップ講座 

・言語別のロールプレイ・ワークショップ、医療知識（感染症内科、産婦人科等）に関する

講義などを実施。 

・受講対象者は、群馬県メディカルインタープリターに登録されている者。 

◆取組の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・派遣実績：累計 1,324 件（R2.1 末まで累計） 

・養成講座（及びインタープリター登録者）の実績 

   累計参加者  467 人 

    累計登録者:11 言語、延べ 179 人（実人数 171 人） 
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４．税金 

○ 税金の種類と納税義務の周知 

・外国人も、日本人住民と同じように住民税や自動車税等、各種税金の納税義務を負います

が、どのような税金を、なぜ払わなければならないのか、理解していないケースがありま

す。結果として、滞納等につながってしまう場合もあります。 

・このため、納税について正しく理解し、納得して納税してもらうことが大切ですが、正し

い理解のためには、専門的で難解な日本語の文書によらず、やさしい日本語や外国語によ

る説明資料が効果的です。⇒事例９ 
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４．税金 

○ 税金の説明リーフレットの作成 （群馬県） 

・県税等の税金の説明リーフレットを外国語で作成（群馬県（伊勢崎行政県税事務所）） 

◆取組の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

所得税、県民税・市町村民

税、自動車税等といった、主

要な税目の概要の説明や、問

い合わせ機関の連絡先等を掲

載したリーフレットを作成。 

主要な外国語版（英語、ス

ペイン語、ポルトガル語、中

国語、タガログ語、ベトナム

語）の６種を作成し、HP で

公開するほか、外国人住民の多い中・東毛地域の税務署、行政県税事務所、市町税務担当課及

び市町国際交流協会等で配布している。 

リーフレット中の問い合わせ機関は配布地域のものが記載されているが、データは提供可能

なため、カスタマイズして他の地域で使用することも可能。 

（仕様等） 

・A４版、４p 

・作成部数 10,000 部（ポルトガル語 3,600 部、スペイン語 2,200 部、 

            英語 1,400 部、中国語 1,100 部、ベトナム語 900 部、 

タガログ語 800 部） 

・予算額 270 千円 

（掲載 URL）https://www.pref.gunma.jp/07/j08110001.html  

 

事例９ 
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◆取組の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 外国人住民の増加により、日本の税制度を理解し、納得した上で納税いただくための、主要

な税目を体系的に説明できるリーフレットの需要が高まった。 

 

◆取組のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

国税、県税、市町村税といった課税団体の区分で説明をするのではなく、「働いて収入を得

た場合」や、「土地・家屋・自動車等の財産を所有する場合」など、生活上の事象で区分して

説明をすることで、分かり易い内容となるよう工夫している。 

 

◆取組による効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 問い合わせや相談のあった税目に対する理解だけでなく、体系的に説明を行うことで、その

事象に関係する他の税目や、問い合わせ機関の理解を深めることができる。 
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５．住居 

外国人は、住居の確保にあたって、いろいろな課題に直面するケースが想定されます。 

○ 公営住宅 

・公営住宅とは、住宅に困っている方が、低廉な家賃で入居できるよう、国と各地方自治体

が協力して建てた住宅です。 

・経済的な理由により、公営住宅への入居を希望するケースが想定されます。 

 ・入居については、各地方自治体の要件を満たしているかどうかで判断することとなります

が、手続きをする上で言葉の問題や、入居した後に、日本人の入居者とトラブルを避ける

ために生活上のルールを守ってもらう工夫が重要です。 

 

○ 民間賃貸住宅 

・民間の賃貸住宅を借りる際に、不動産業者から入居を断られたりすることもあります。 

・相談先として市町村役場に相談に訪れることもあり得ますが、外国人でも入居可能な物件の

紹介や、住居に関する相談に乗る取組をしている団体や法律に基づく制度もあります。 

⇒事例 10 
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５．住居 

○ 外国人にも対応した居住支援の相談窓口 （群馬県居住支援協議会等） 

・外国人でも相談できる住まいの窓口・住宅検索サイトの運営 

◆取組の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○群馬県居住支援協議会（群馬あんしん賃貸ネット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人を含む住宅の確保に特に配慮を要する者が円滑に入居をできるように、支援する不動

産店や入居可能な物件が検索できる「群馬あんしん賃貸ネット」を運用。各種条件を入力した

上で、入居を拒まれない物件を検索することができる。 

（詳細等） 

・サイトＵＲＬ：https://g-anshin.net/ 

 

事例 10 

 

※検索結果の画像は一部加工しています。 
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○セーフティネット住宅情報提供システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人を含む住宅の確保に特に配慮を要する者が、入居を拒まれない賃貸住宅の情報を閲

覧・検索できるシステム。「群馬あんしん賃貸ネット」が県内向けであるのに対し、セーフテ

ィネット住宅は全国の状況を得ることができる。 

（詳細等） 

・サイトＵＲＬ：https://www.safetynet-jutaku.jp/ 

 

○ぐんま住まいの相談センター 

群馬県の住まいの総合情報窓口として、県民から住まいに関する様々な相談に無料で対応して

いる。公営住宅や民間賃貸住宅の入居相談もおこなっており、外国人をはじめ住まいに困窮す

る方々のサポートを行う。 
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（詳細等） 

ぐんま住まいの相談センター概要 

所在地 前橋市紅雲町 1-7-12（群馬県住宅供給公社内） 

TEL 027-210-6634 

FAX 027-223-9808 

URL http://www.gunma-jkk.or.jp/consultation/center/ 

営業日 月曜から日曜日 

休業日 祝日（ただし土・日にあたる場合は営業）、年末年始 

営業時間 8:30～17:15 

 

◆取組の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・群馬県居住支援協議会は、低所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、外

国人、その他住宅の確保に特に配慮を要する者（住宅確保要配慮者）が賃貸住宅に円滑に入

居できるように推進する組織（根拠法：住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律 第 51 条）で、群馬県では平成 23 年 3 月 16 日に設置。 

 

 

 

 

・セーフティネット住宅情報提供システムは、国土交通省により設置された外国人を含む住宅

確保要配慮者を拒まない住宅を閲覧・検索できるホームページ。セーフティネット住宅制度

は、平成２９年 10 月の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」

の改正に伴い創設された制度であり、登録された住宅がホームページに掲載される。 

・ぐんま住まいの相談センターは、群馬県及び群馬県住宅供給公社により「安心・信頼」をキ

ーワードに住宅問題を気軽に相談できる”オアシス”として平成 14 年 11 月 30 日に開

設。 

 

【会員】（公財）群馬県観光物産国際協会、（福）群馬県社会福祉協議会、（公財）日本賃貸住宅管

理協会群馬県支部、（一社）群馬県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会群馬県本部、(株)

朝日アドエージェンシー、群馬県住宅供給公社、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田

市、館林市、渋川市、藤岡市、冨岡市、みどり市、吉岡町、中之条町、東吾妻町、明和町、大泉町、

邑楽町、群馬県（関係各課） 
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◆取組のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

①「群馬あんしん賃貸ネット」は、住宅確保要配慮者へ入居可能な賃貸住宅の情報提供を行う

ため、検索条件項目の設定や検索結果の表示について直感的に理解できるようなホームペー

ジとして作成した。 

②賃貸住宅の入居を希望する者がより多くの物件の中から選択できるようにするため、「群馬

あんしん賃貸ネット」「セーフティネット住宅情報提供システム」の両サイトに登録された

賃貸住宅戸数が増えるよう不動産会社への周知を進める。 

③両サイトを利用する者は、賃貸住宅の入居を希望する者の他、市町村の福祉部局担当者やぐ

んま住まいの相談センターも利用しており、窓口を訪れた相談者のため検索結果を情報提供

している。相談窓口担当者としては、特定の不動産会社を紹介することは難しい面もある

が、両サイトを利用することにより相談者の要望に応じた対応をとることができる。 

◆取組による効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・賃貸住宅への入居を希望する外国人が円滑に入居可能な賃貸住宅を調べることができる。 

・住まいの相談を受ける市町村窓口等で、外国人が入居可能な賃貸住宅の情報を提供できる。 
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６．災害 ・防災 

○ 災害情報について 

・群馬県では、警戒すべき主な災害として、風水害、地震、火山や豪雪があります。日本で

初めて暮らす外国人にとっては、母国の気象とは全く異なる場合もあるため、災害がどの

程度危険かどうかを理解できなかったりすることがあり得ます。 

・このためにも、普段からどのような危険性があり、どこでどのような情報を手に入れるこ

とができるか、理解してもらうことが重要です。 

・気象情報や防災情報については、気象庁が、警報レベル・雨量や震度といった気象観測情

報を 11 言語（日本語含む）で発信しています。 

・居住地域の被害状況や避難や支援に関する情報については、県・市町村で必要に応じて理

解できる方法により発信することが重要です。 

（参考） 

・気象庁・多言語情報発信 HP（気象警報等の情報を 11 カ国 12 言語で発信。） 

 https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html   

○  防災対応について 

・多くの外国人にとって、災害時に日本でどのような行動をとればよいのか、よくわかって

いないケースがあります。 

・例えば、どのような時に避難所へ行かないといけないのか、避難所にはどのような準備を

していけばよいのか、避難所ではどのようなサービスが受けられるのか、何が無料で何が

有料なのか、こういったこと正しく理解してもらうことが重要です。 

・災害時に外国人本人の安全を確保するだけで無く、避難所等での混乱を抑えることで、日

本人の避難者とのトラブルを抑制することが期待されます。 

・地域の防災訓練への外国人住民の参加や、防災マップによる防災意識の啓発が重要です。 

⇒事例 11、事例 12 
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６．災害・防災 

○ 外国人向けの防災マップの活用 （伊勢崎市） 

・市の防災マップを外国語に翻訳して配付 

◆取組の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日本人住民向けの防災マップを、外国人住民数の多

い国で用いられる４つの言語（ポルトガル語、スペイ

ン語、英語、ベトナム語）に翻訳した。市役所の窓口

や市内の外国人経営店などで配布するほか、市ホーム

ページからも PDF データを入手できる。 

 

 

 

 

 

（仕様等） 

・A1 版、A5 折りたたみ仕上げ 

・作成部数 3,000 部 予算額 600 千円（初版） 

・避難所などの位置を示した防災マップ及び地震・風水害などの災害時の留意事項などで構

成されている。 

（掲載 URL）

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/siminbu/kokusai/kokusai/1810.html 

 

 

事例 11 
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◆取組の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 外国人住民自身が防災についての正しい知識を身に付け、災害に備える必要があることか

ら、市内の外国人住民数の上位を占める言語で防災マップを翻訳した。 

◆取組のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・多くの外国人住民が冊子を活用できるよう、転入時や外国人住民が集まる施設で配布する

ほか、災害時外国人支援ボランティアなどのキーパーソンにも周知している。 

・外国人住民に地域での生活ルールを伝える生活オリエンテーション事業などで、防災への

取組みについて説明する際に活用している。 

・令和２年度以降は、新たに作成する総合防災マップ多言語版を配布する予定。 

◆取組による効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・冊子の配布やキーパーソンを通じた周知などにより、外国人住民に対し防災意識の向上を

図ることができている。 
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６．災害・防災 

○ 外国人住民を対象とした防災訓練の実施 （群馬県・市町村） 

・外国人住民と災害ボランティアの参加による防災訓練を開催（群馬県・市町村共催） 

◆取組の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

外国人住民に災害発生時に必要な行動・情報を理解・体験してもらうため、参加型の防災訓

練を実施する。併せて、県と市町村が共同で設置する「災害時多言語支援センター」につい

て、実際の被災時の適切な設置・運営を図るため、災害時通訳ボランティアを養成し、避難所

での活動模擬訓練を実施する。 

 

＜備蓄物資・炊き出しの試食体験＞      ＜防災に関する知識の説明＞ 

 

 ＜避難所体験訓練＞         ＜災害ボランティア通訳演習＞ 

※写真は令和元年に安中市と県が共催した訓練の時のもの。 

事例 12 
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（詳細等） 

・予算額 431 千円 ※ボランティア養成講座含む 

・実施期間 1 日（12：00～15：45） 

     ※ボランティア養成講座は 2 日間開催し、うち 1 日は防災訓練と同時並行で開催。 

・実施場所 安中市役所 

・関係機関 群馬県、安中市、前橋市、渋川市、大泉町、群馬県警、高崎市等広域消防局、

（公財）群馬県観光物産国際協会、安中市国際交流協会、NPO 法人日本防災士会

群馬県支部、安中市食生活改善推進員 

・参加者  50 名（通訳ボランティア 20 名、一般参加者（外国人・日本人）30 名） 

※上記は令和元年度事業の内容 

◆取組の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

在住外国人は、日本語が十分に理解できなかったり、日本の防災制度に不案内だったりする

ことから、災害時は「要配慮者」として位置づけられており、災害時の被害を軽減するため、

支援の必要性が求められてきた。 

 人口に占める外国人住民の割合が増加、またその国籍や在留資格も多様化してきていること

から、訓練実施の重要性は高くなってきている。 

◆取組のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・外国人の参加者募集に際しては、広報や SNS を利用した周知のほか、外国人従業員がいる

市内企業等に参加を呼びかけることで、企業側からの参加申込みもあり、多くの人員を確保

することができた。 

・座学以外にも、非常食体験や避難所体験（簡易ベッド、手作り防災グッズ）、消火訓練を取

り入れることで、外国人が気軽に参加しやすくした。 
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◆取組による効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・実際の訓練を通して、外国人を対象とした防災対応について、具体的にイメージをすること

ができた。 

・避難所運営のシミュレーションを行う中で、外国人に必要なもの／こと、外国人が知らない

／知りたい情報について確認することができた。 

・参加した外国人の 7 割近くが参加して良かったと回答していた。今回の参加者が自らの

SNS 等を通じて体験を発信することで、より多くの外国人が防災と災害について関心をもつ

ことを期待できる。 
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７．参考資料 

 

＜参考１＞ 

・ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター利用状況（開所～令和 2 年 2 月末時点） 

＜参考２＞ 

・多文化共生のまちづくり促進事業（自治体国際化協会（CLAIR）） 
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７．参考資料 

○ ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター 利用状況（開所～令和２年２月末時点） 

■利用件数 602 件 

※市町村・国の機関等からの照会・連携依頼等を含む。括弧内は専門相談数で内数。 

＜国籍別＞ 

 

 

 

 

 

 

※市町村・国の機関等からの照会・連携依頼等を含む。括弧内は専門相談数で内数。 

 

 

 

 

 

 

 来訪 電話 その他（手紙，メール等） 合計 

７月 25 44 1 70 

８月    30(7)    28(3) 1     59(10) 

９月     28(15) 25 0     53(15) 

１０月    34(9) 38 0    72(9) 

１１月 15 45 0 60 

１２月     35(17) 51 0     86(17) 

1 月      48(20） 45 2     95(20) 

２月     53(29)    54(4) 0    107(33) 

計    268(97)   330(7) 4     602(104) 

中国 台湾 韓国 フィリピン ネパール スリランカ ブラジル ペルー ベトナム 欧米諸国 日本※ その他 不明 計
７月 4 2 0 3 0 1 2 7 8 1 35 4 3 70
８月 10(2) 2 1 3 1(1) 0 3 6(2) 5(2) 2(1) 19(2) 5 2 59(10)
９月 4 1(1) 0 7(4) 0 0 4(3) 8(3) 3(1) 3(1) 15(1) 4(1) 4 53(15)

10月 6(1) 0 0 1(1) 0 0 5 11(2) 11(1) 0 25(2) 8(2) 5 72(9)
１１月 3 2 0 1 0 1 2 10 14 0 17 8 2 60
１２月 30(8) 0 0 0 0 0 8(1) 11(5) 11(3) 4 12 5 5 86(17)

１月 23(2) 0 0 10(9) 0 0 3(2) 9(5) 11 6(2) 18 11 4 95(20)
2月 17(4) 0 0 11(9) 1(1) 0 17(7) 8(2) 14(4) 1 22(3) 12(2) 4(1） 107(33)
計 97(17) 7(1) 1 36(23) 2(2) 2 44(13) 70(19) 77(11) 17(4) 163(8) 57(5) 29(1) 602(104)

中国

16%
台湾

1%
フィリピン

6%
ネパール

0.3%

スリランカ

0.3%

ブラジル

7%

ペルー

12%
ベトナム

13%
欧米諸国

3%

日本

27%

その他

10%

不明

5%

参考 1 
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＜対応言語別＞ 

 

 

 

 

※市町村・国の機関等からの照会・連携依頼等を含む。括弧内は専門相談数で内数。 

 

＜内容別＞

 
■相談内容が複数にわたる場合は，それぞれを１件として計上 

（例：入管手続と住宅について相談があった場合は，入管手続１件，住宅１件として計上） 

※市町村・国の機関等からの照会・連携依頼等を含む。括弧内は専門相談数で内数。 

英語

5%

中国語

18%
ポルトガル語

6%
スペイ

ン語

18%

タガログ語

3%
ベトナム語

12%

日本語

37%

その他

1%

入管手続 雇用・労働
社会保険

医療
年金・税金

出産・子育
て

子供の教育 防災・災害 住宅
身分関係
結婚/離婚/DV等 その他※ 合計

７月 10 8 4 5 0 5 0 0 4 44 80
８月 17(8) 9(1) 2 3 4 3 0 0 1 23(2) 62(11)
９月 11(8) 3(1) 4(2) 6(6) 2 0 0 0 5(1) 31(6) 62(24)

10月 15(4) 8(3) 6 1 5 0 0 2 4(1) 36(1) 77(9)
１１月 8 8 3 1 1 2 0 2 9 30 64
１２月 14(3) 31(9) 7(2) 3 1(1) 0 0 3 3(1) 28(1) 90(17)

１月 16(4) 27(6) 8(2) 3 0 0 0 0 3(1) 38(7) 95(20)
2月 29(13) 15(4) 12(2) 9(5) 1 0 0 0 2 39(9) 107(33)
計 120(40) 109(24) 46(8) 31(11) 14(1) 10 0 7 31(4) 269(26) 637(114)

※「その他」の例 
（外国人住民等） 
・子の出生届 
・養育費の増額 
・帰化の手続 
・起業 
・交通事故の休業補償 
・新型コロナウイルス関係 等 

（関係機関） 
・在留カードの再発行（監理団体） 

 

入管手続

19%

雇用・労働

17%

社会保険

医療

7%
年金・税金

5%
出産・子育て

2%
子供の教育

2%
住宅

1%

身分関係

結婚/離婚/DV
等

5%

その他

42%

英語 中国語 ポルトガル語 スペイン語 タガログ語 ベトナム語 日本語※ その他 計
７月 2 6 2 8 0 8 44 0 70
８月 5(1) 11(2) 4(1) 10(1) 0 6(3) 22(2) 1 59(10)
９月 3(1) 4(1) 4(2) 11(4) 3(3) 2(1) 26(3) 0 53(15)

10月 2(1) 10(2) 3 17(3) 1(1) 9(1) 30(1) 0 72(9)
１１月 0 8 2 12 0 15 23 0 60
１２月 6 32(8) 11(1) 12(5) 0 10(3) 15 0 86(17)

１月 5(2) 21(1) 2(2) 19(4) 8(8) 11 29(3) 0 95(20)
2月 5(1) 15(4) 12(7) 19(4) 8(8) 12(4) 36(5) 0 107(33)
計 28(6) 107(18) 40(13) 108(21) 20(20) 73(12) 225(14) 1 602(104)



38 

 

７．参考資料 

本編で紹介した事例でも活用した例があったが、事業実施に当たって活用できる助成事業等

があるので、代表的なものを紹介する。 

 

○ 多文化共生のまちづくり促進事業（自治体国際化協会） 

一般財団法人自治体国際化協会（CLAIR）の実施しているメニューで、グローバル化が進展

し、日本に居住する外国人 住民が定住傾向にある中で、文化的背景を異にする人々が共生・協

働する社会の構築を推進するために、地方公共団体、地域国際化協会及び NPO 法人等が行う

多文化共生施策に対し、助成金を交付するもの。 

＜助成対象団体＞ 

・都道府県、市区町村、地域国際課協会、NPO 法人等 

＜助成対象事業＞ 

・医療・保険・福祉支援事業、防災支援事業、教育支援事業、労働環境整備事業、居住支援

事業、外国人住民の自立と社会参画支援事業、これらの事業実施にあたり必要となる情報

の多言語化や日本語学習支援事業 

＜助成額＞ 

・都道府県及び指定都市（400 万円） 

・市区町村、地域国際課協会及び NPO 法人等（300 万円） 

・複数の助成対象団体が共同で行う事業については、その事業を実施する団体の数にかかわ

らず、1 事業あたり 400 万円 

※ 多文化共生のまちづくり促進事業実施要綱から一部要約・抜粋。 

○ 要綱等の詳細は下記の自治体国際化協会のホームページに掲載。 

URL：http://www.clair.or.jp/j/multiculture/kokusai/page_8.html  

参考２ 



 


